
 

 
 
 
 
 
 

ラオス国民事訴訟第一審手続チャート 

本省令チャートの日本語訳（添付の資料及び注釈を含む）は、JICA 技術協力専門家

が業務上作成した成果物を、日本の企業・個人の皆様がラオスの当該省令を理解する

ための参考資料として公開するものです。 
法律上の問題に関しては省令のラオス語原文を参照してください。 
JICA は、本省令チャートの日本語訳（添付の資料及び注釈を含む）の内容の正確性

について保証せず、利用者が本省令チャートの日本語訳（添付の資料及び注釈を含む）

を利用したことから生じる損害に関し、いかなる責任も負いかねます。 
 
 



裁判所における民事訴訟第一審手続チャート 

 

                                                                                                                                                          

                              i 

                                                                                                   Œ*1 -裁判所 

Œ*2原告被告の名前住所 

                   Œ*3事件の概略 

                  Œ*4事件の価額 

               Œ*5原告の求める請求 

               Œ*6その他の添付書類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   - 

          60日以内  

      (民訴法 70条) 

 

 

 

                                      ii 

 

 

 

 

      
              
 

             理由 

          Œ 外国に逃亡 

                Œ 行方不明 

 

 

 

   

 

 

 

-原告が書記官に訴状を提出 

書記官が訴状を検査 

(裁判所法 44条) 

 

訴状が適切である場合 

書記官が受付印を押して番号

を付する -(民訴法 69条) 

民訴法 66条に照らして

不適切な場合 

被告が召喚状を受け取る 

最高裁通達 425号に基づ

き不在判決 (民訴法 42条) 

訂正するよう指示 

(民訴法 66条) 

-正しい裁判所に提

出するよう助言 

原告が誤りを訂

正(民訴法 66条) 

 

 

 

被告に召喚状を送る 

管轄が不適切 (民訴

法 62条)  (* 1, *2 ) 

調停を経ていない

(民訴法 79条、81

条) (*6) 

-関係機関で先に調

停をするよう助言 

例; Œ村落調停 

      Œ 土地ユニット 

--その他の誤り 

例; 訴状が正しく書か

れていない、書類が揃

っていない(*1 - *6) 

原告が訂正しない 

不受理 

--被告が召喚状を受け取

らない 



 

 

 

                 

                                 

                                      Œ答弁書を提出するだけでなく反訴する権利もある 

                                Œ 反訴状は答弁書と同時にあるいは答弁書の後に 

                                           提出することができる 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  この時点だけではなく、開廷まで 

                                                                                                                   どの段階にも適用される 

                                                                                                              

 

 

                                               Œ 証拠が不十分        Œ 証拠が十分で且つ 

                            判決が必要  iii
 

 

 

 

          iv 

 

 

被告が裁判所に出頭 被告が 3回呼び出されて

も出頭しない 

被告が訴状を受け取り、 

答弁書提出期限を定める

（7 日間） 

書記官が答弁書と反訴状

を受け取る 

被告が答弁書を送ってこな

い 

連行状を発する 

(民訴法 44条) 

被告が答弁書を送ってきた

が裁判所に出頭しない 

書記官が事件ファイルを作成

して所長又は副所長に送る 

連行状を発する 

(民訴法 44条) 

不在判決 

(民訴法 89条) 

所長又は副所長が事件ファ

イルを担当部の部長に送る 

担当部の部長が事件ファイル

を担当合議体に送る 



 

 

   

           v 

                  Œ 事件の概要を明らかにする（訴状、答弁書、反訴状を検討） 

        Œ 争点をリスト化 

                     Œ 証拠をリスト化し、チェックする 

   

   

                                vi 

                 

 

                Œ原告に証拠を提出するよう求める 

      Œ被告に証拠を提出するよう求める 

       Œ原告、被告、証人に出頭を求め尋問する 

     Œ対面で証言をさせる 

                  Œ現場検証 

      Œ鑑定人に証拠を鑑定させる 

      Œ必要があれば押収、差し押さえを行う 

     

 

 

 

 

 

 

              Œ審判（タイスワン）の期日を決める 

    Œ合議体を形成 

    Œ当事者、証人、（関係する）第三者などに召喚状を発する 

事件ファイルの検討 

証拠が不十分 

調停 

証拠が十分 

調査及び証拠収集 

合意不成立 合意成立 

記録を作成 記録を作成 

執行命令を発す

る 

執行機関に送付 

集められた全ての証拠を 

チェックする 

証拠が十分  

当事者が証拠を持ってきた段階から、

審判（タイスワン）を開廷するまで、

いつでも行うことができる 

証拠が不十分 

更なる収集 



 

                                                                                 

 

              Œ参加者が来ているか確認（原告被告は来ているか） 

   Œ参加者の着席する場所を準備 

        Œ法廷における規則を読み上げ 

 

 

 

         

        Œ裁判長による開廷宣言 

         Œ裁判長が事件番号を告知 

         Œ裁判長が裁判官の名前を告知 

Œ裁判長が検察官、書記官、鑑定人、通訳（もしいれば）の名前を告知 

                      

   

       

 

 

     

                                                                              合議体以外にも、検察官、 

                                                                              書記官、鑑定人、通訳も 

                                                                              忌避されうる 

 

 

   

 

 

 

裁判長が裁判官、検察官、書記官、 

鑑定人、通訳（もしいれば） 

の忌避の権利を通知 

合議体の忌避がない場合 

裁判長が一時休廷を宣言 

忌避の理由を検討 

忌避に理由がない場合、

審判（タイスワン）を継

続 

忌避に理由がある場

合、新しい合議体に

して審判（タイスワ

ン）を再開 

審判（タイスワン）の準備 

（民訴法 81条） 

法廷での審判（タイスワン）

（民訴法 82条） 

合議体の忌避がある場合 

弁論において当事者に認め

られる権利を告知 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                             
Œ合議体が弁論のために証拠を持ってきて提出 

                  Œ原告被告は追加の証拠を提出することもできる 

                  Œ原告被告に証拠が全て出されたか意見を述べさせる 

                   

 

 

 

 

 

              Œ証拠の検査と評価 

                    （民訴法 78条）                         Œ経験の少ない人（ラオ語の意味が明確ではない）  

   Œ意見の投票（民訴法 84条）        から投票する 

                Œ7日まで判決の言い渡しを延期 する     Œ裁判長が最後に投票する 

                    ことが可能（民訴法 85条第 2段落）    Œ判決に不服があれば文書にして事件ファイルに残す 

                                                                                -      権利がある 

 

弁論の実施 

裁判長が事件の概要を報告 

-被告が訴状を否定  

又は 

原告が答弁書を否定 

被告が訴状を全て認める 

且つ 

原告が反訴を全て認める 

検察官の意見陳述（民訴法 37条、38

条、39条及び 83条） 

合議体が一時休廷を宣言 

（民訴法 83条） 

審判(タイスワン)が 

中止(民訴法 87条) 

又は 

延期(民訴法 88条) 

されることがある 

法廷の記録は 

法廷での審判 

（タイスワン） 

から 

判決の読み上げ 

まで 

-原告及び（原告側の）第三者に対し

て、原告側から被告/承認に対するコ

メント/質問を尋ねる 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

裁判長が判決の読み上げ 

裁判長が閉廷を宣言 

合議体、書記官、参加者が法廷記録に

署名して拇印を押す 



再審の手続きチャート 

 

 

 

 

Œ 再審申立期間は 1年 

 

 

 

                Œ 最高検察院の書類窓口（1日） 

       Œ 最高検察院の長（2日） 

                Œ 最高検察院次席検事（2日） 

     Œ 最高検察院民事局（2日） 

 

 

      

         Œ以下に従って研究及びチェックvii
    Œ1年以内という期間要件 

(民訴法 116条及び 117条)                （民訴法 117条） 

                                     Œ 証人、鑑定人、通訳が事実と異なる 

   証言をした又は証拠が虚偽であった 

Œ裁判官又は検察官が 

一方当事者に偏っていた 

Œ新しい情報/証拠が見つかる 

  Œ新たな情報又は証拠を示す事実が 

見つかる 

                                                                                    

 

             
 

 

           Œ1年の期間制限を超える（民訴法 117条）                        Œ1年の期間制限を満たす（民訴法 117条） 

               又は                                                          且つ 

Œ再審理由を 1つも満たさない（民訴法 116条）            Œ再審理由のどれか 1つがある（民訴法 116条）                                                                     

viii 
 

 

 

 

 

命令、決定、第一審判決、上訴

審判決の確定 

（第一審、控訴審、破棄審） 

当事者が最高検察院に対して再

審請求を申立て 

   テクニカルスタッフが研

究 

   再審しないと判断    再審を提案 



 

 

 

                                                                      

   

 Œ最高検察院の再審の提案を検討する 

                                                                                                          （民訴法 117条、116条） 

                                                                                                                 

                             ix 
                                                       Œ新しい情報、証拠が見つかったとき 

Œ1年以内という期間要件（民訴法 117条） 

                             Œ 証人、鑑定人、通訳が事実と異なる証言をした 

又は証拠が虚偽であった 

Œ裁判官又は検察官が一方当事者に偏っていた 

Œ新しい情報/証拠が見つかる 

Œ新たな情報又は証拠を示す事実が見つかる 

 

 

 

 

 

 

 

          Œ最高検察院の再審請求を                                    Œ 命令、決定、第一審 

                                                            無効化x                                        判決、上訴審判決で 

                                          確定したものを取り 

消しxi
 

                                                                                 Œ 改めて検討するため 

第一審に送る 

 

 

 

 

最高裁が検討 

再審開始の決定（判

決） 

（民訴法 118条） 

再審不開始の決定（判

決） 

（民訴法 118条） 

判決執行機関に送る 第一審裁判所が審理を再開 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                           
i 形式面であることを明確にする余地あり 

ii 条文の指摘の仕方がおかしい 

iii 「判決が必要」とはどういう意味であるか不明 

iv 「カナ・プーピーパクサー」というラオ語が使われている。用語を検討した際に、「合議体」は「カ

ナ・サーン・タッシン」と決めたはずであるが、定着しなかった様子。 

v 「検討」にあたる言葉として「コンクワ」が使われている。通常「研究/調査」（study/research）と約

される。「検討」は「ピチャラナー」の訳として使われることが多い。「コンクワ」と「ピチャラナ

ー」の違いは、前者が結論を出す必要がないのに対して、後者は何らかの結論/決定を出すことを含意す

る。また、前者は情報を集めることも含むのに対し、後者は揃っている情報のみから判断、検討すると

いう含意がある。ここでは「検討」を訳に当てた。 

vi タイスワン開始後は調停できないという点は要確認。少なくとも現行法上は根拠となりそうな規程は

ない。 

vii 「以下に従って」という言葉を使って、「以下」にあたるものが（）内にあるのは不自然。何度も指

摘した部分であるが、残っている。 

viii この部分は出来が良すぎるので一部の優秀な人材による修正と思われる。メンバーが理解できている

とは思われない。また、普及の際は注意を要する。 

ix 以下の半括弧内は理解が困難。修正作業中に重複等が発生したか。 

x 「無効化」と訳したのは「ニョックルーク」。下記「類似の概念の整理」参照。 

xi 「取消」と訳したのは、「ロップラーン」。厳密な意味での日本の「取消」にあたる概念はない。下

記「類似の概念の整理」参照 

 

 類似の概念の整理 

ໂມຄະ 

mokha        

無効  
null [adj.] / nullity [n] / be void / have no effect 

使用例：「目的が合法ではない契約は－である」 
 

ລບົລາ້ງ 

lop lang     

消す 取り消し rescind [v] / rescission [n]  

破棄（破棄審） quash（cassation） 

使用例：「契約が無効であることに気づいた当事者は－しなくてはならない」 
 

ຍກົເລິກ 

nyok luuk    

キャンセル 解除 無効化 cancel [v] / cancellation [n] 

使用例：「債務不履行に基づく契約の－」 
 

ຊດັມຽ້ນ 

sad mian 

棄却 却下 dismiss [v] / dismissal [n] 
使用例：「事件の－」 

 


